
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●Ｑ＆Ａ「従業員の受診義務と医師指定の可否」 

このような質問をよく伺います。Ｑ「最近、

ある従業員の勤怠不良が目立ちます。会社とし

ては、メンタルヘルス不調を疑っており、会社

指定の信頼できる専門医に受診させたいので

すが、命令できるでしょうか？」  

模範解答としては、Ａ「就業規則で、受診義

務と受診先の医師の指定を規定しておくこと

が重要です」となるでしょう。 

今回は、この「従業員の受診義務と医師指定」

の論点を深掘りし、就業規則のリーガルマイン

ドを考えます。 

●就業規則の定めがないと、受診命令が無効と

なることも……。 

従業員の「医師選択の自由」（労働安全衛生法

66条第 5項）や憲法に基づくプライバシー権を

考慮すると、一般的には、会社が受診を強制し

たり、医師を指定したりすることはできません。 

ただし、安全配慮義務・健康配慮義務は、個

人情報の保護やプライバシー権より、原則的に

重要です。身体・生命を守ることは、単なる情

報保護よりも大切なことがほとんどだからで

す。 

そのため、就業規則に受診義務の条項がない

場合でも、安全配慮義務・健康配慮義務の履行

のため、受診命令が認められる場合があります

（京セラ事件・東京高判昭和 61･11･13労判 487

号 66頁）。受診先の医師の指定も、その指定に

合理性があれば認められるでしょう。しかし、

就業規則に規定がない場合は、受診命令が有効

となるために、極めて高い客観的必要性が求め

られるので、ケースによっては受診命令が無効

とされてしまう場合もあります。 

また、わざわざ命令を出さなくても、規定が

あれば、「就業規則に○○と書いてあるのだか

ら、××病院に行ってくださいね」として、説

得がスムーズに行く効果も期待できます。 

●就業規則の定めがあっても、それだけでは足

りないことも……。 

それでは、就業規則に受診義務と医師指定の

条項さえ定めれば、会社は自由に受診命令を出

したり、医師を指定したりできるでしょうか？ 

また、さらに進んで、受診命令に従わない場

合の懲戒を定めておけば、自由に懲戒できるの

でしょうか？ 

そんなことはありません。就業規則の合理的

な定めに加えて、さらに、その条項を発動する

に足るレベルの客観的な事情は、やはり必要と

されるからです。 

とくに、身体疾患と比して、メンタルヘルス

不調については未だ社会的偏見を受けやすく、

プライバシー保護の要請が高いと考えられる

ので、この客観的な事情のハードルは高いもの

となります。 

この趣旨を述べた裁判例として、ボーダフォ

ン事件があります。「安全配慮義務・健康配慮義

務ＶＳ個人情報の保護・プライバシー権」の利

益衡量（対立する法的利益のバランスを考える

こと）について、裁判所の考え方を知る好例と

メンタルヘルス不調が疑われる従業員に 

受診命令を出せるか？ 
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いえます。 

 
●事案の概要 

業務上の事由により既にうつ病が発症して

いた従業員に対して、使用者が、うつ病の発

症を知らないまま、配転措置のための説得を

したところ、その従業員が配転の後に自殺し

たという事案です。従業員の遺族は、会社に

対して、精神障害を早期に発見すべき義務に

違反したと主張して訴えを起こしました。 

●判決のポイントと示唆 

裁判所は、「使用者が労働者の精神的健康状

態に配慮すべき義務があることは原告ら主張

の通りであるが、労働者に異常な言動が何ら

見られないにもかかわらず、精神的疾患を負

っているかどうかを調査すべき義務まで認め

ることは、労働者のプライバシーを侵害する

危険があり、法律上、使用者に上記健康管理

義務を課すことはできない」と判示しまし

た。 

 
●ボーダフォン事件の示唆 

この判示からは、メンタルヘルス情報はプ

ライバシーの要保護性が高いため、「異常な言

動」等、精神疾患の存在を客観的に推認しう

る事情がなければ、安全配慮義務・健康配慮

義務の一環として、受診命令等を発動するこ

とはできないという示唆が導かれます。 

原則的には、「安全配慮義務・健康配慮義務

＞個人情報・プライバシー」で良いのです

が、メンタルヘルス情報の場合は、利益衡量

を慎重に行う必要があるわけです。 

●就業規則が効力を発動するための 2条件 

以上を整理すると、就業規則に受診命令等

を根拠付ける合理的な規定を置くことはマス

トとして（第 1条件）、それに加えて、その条

項を発動するための要件として、客観的事情

が必要となるということです（第 2条件）。と

くに、メンタルヘルスの場合は、「異常な言

動」等、客観的に精神的な不調をうかがわせ

る事情が必要となります。 

以前、就業規則のリーガルマインドとし

て、①合理的な規程を策定すること、②客観

的な事情（エビデンス）の存在、の 2条件を

掲げましたが、この法的精神は、働く現場の

あらゆる場面で要請されるものといえます。 

●本事例での結論は……。 

上記①として、そもそも就業規則のルール

が作られている必要がありますが、一番の問

題は②です。裁判例の示唆からは、単なる勤

怠不良で、メンタル専門医の受診を命じるこ

とはできません。命令ではなく粘り強く説得

しつつ、従業員の様子を観察し、「異常な言

動」等が見られたら記録化する等して、はじ

めて受診命令が許容されるといえます。 

～当事務所よりひと言～ 

「合理的な就業規則の文言とは？」「客観的

な事情の評価や記録化の方法は？」等々、論点

は尽きませんが、具体的な疑問・質問等がござ

いましたら、お気軽にお寄せください。 

ボーダフォン事件・ 

名古屋地判平成 19･1･24 労判 939 号 61 頁 

就業規則のリーガルマインド再び 


